
平素よりあいおいニッセイ同和損保の自動車保険をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
あいおいニッセイ同和損保では、ご契約条件ごとの保険金のお支払状況などを踏まえ、保険料の見直しを行いました。
保険料の見直しについてご理解を賜りますとともに、引き続きあいおいニッセイ同和損保の自動車保険を
ご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

●2024年に損害保険料率算出機構が算出する参考純率（注）では、お車の高性能化による修理費の高額化や近年の急激な物価上昇に伴う修理
費の上昇などによって、保険金単価が上昇していることなどを踏まえた改定が行われました。

●当社の自動車保険においても、物価上昇や自然災害の増加などの影響により、保険金のお支払いが増加しています。 当社としても事業コスト
の削減に取り組んでおりますが、今後も社会インフラとしての自動車保険を安定してご提供していくため、保険料の見直しを行いました。

●本見直しに伴い、お客さまにご負担いただく保険料は引上げ傾向となります。ただし、ご契約内容により引上げとなる場合と引下げとなる
場合がありますので、保険申込書等に記載の保険料をご確認ください。

（注）損害保険の保険料率は、事故が発生した場合に保険会社が支払う保険金にあてられる部分（純保険料率）と、保険会社が保険事業を営むために必要な経費にあ
てられる部分（付加保険料率）で構成しています。損害保険料率算出機構では、このうち「純保険料率」を算出し、参考純率として会員保険会社に提供しています。

令和8年1月1日以降に満期を迎えるお客さまへ

自動車保険の保険料見直し
に関するご案内

保険料見直しの概要

令和8年1月以降保険始期用

（出典元） ・総務省統計局「消費者物価指数（CPI）」
 ・損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」2024年度版

物価上昇に伴う支払保険金の増加
●近年の世界的な物価上昇に伴い、さまざまなモノ・サービ
スの価格が上昇しております。

●自動車保険においては、事故によりご契約のお車が壊れた場
合の修理費を補償する「車両保険」や、相手のものへ与えた
損害賠償等を補償する「対物賠償保険」などにおいて、お支
払いする保険金の額が増加しています。

●衝突被害軽減ブレーキなどの性能の高い機能を搭載した自
動車の普及で、事故1件あたりの保険金は上昇傾向にあり
ます。

自然災害の多発に伴う支払保険金の増加
●近年では、

ひょう

雹災被害など自然災害によるお車への損害に
対してお支払いする保険金が増加しています。

●台風や
ひょう

雹災などの自然災害は、一度発生すると広い地域
にわたって損害が発生し、お支払いする保険金の増加要
因となります。

■直近（2024年度まで）の大規模自然災害

■お支払い1件あたりの修理費と消費者物価指数の推移

保険料率区分に関する主な改定

●保険金お支払状況などを踏まえ、
新車割引の割引率を見直します。

1新車割引率の改定

●保険金お支払状況などを踏まえ、
運転者限定特約の割引率を見
直します。

2運転者限定特約の
　 割引率の改定

2021年 2022年 2023年 2024年 ・・・

消費者物価指数（CPI）
347.4347.4 363.1363.1

300.4300.4
315.5315.5

対物賠償
290.0千円
対物賠償
290.0千円

車両
321.6千円
車両

321.6千円

2024年度

2023年度

2022年度

ひょう

雹災（4月、7月、9月、3月）

台風2号、
ひょう

雹災（6月、7月）、豪雨（6月、7月）、台風13号
ひょう

雹災（6月）、台風14号、台風15号

対象車種
自家用普通・
小型乗用車
自家用
軽四輪乗用車

補償項目

（注）対人賠償、対物賠償、人身傷害、傷害一時金、搭乗者傷害、自損傷害を指します。

６等級（S） ６等級（S）左記以外 左記以外
改定前

車両以外（注）
車両

車両以外（注）
車両

35％割引
36％割引
34％割引
29％割引

9％割引
11％割引
8％割引
2％割引

36％割引
33％割引
36％割引
32％割引

12％割引
6％割引
14％割引
5％割引

改定後

補償項目
本人限定 本人限定本人・配偶者限定 本人・配偶者限定

改定前

対人賠償・自損傷害・無保険車傷害
対物賠償
人身傷害・傷害一時金・搭乗者傷害
車両・代車補償拡張

9％割引
7％割引
12％割引
7％割引

7％割引
5％割引
10％割引
5％割引

6％割引
7％割引
4％割引
6％割引

4％割引
5％割引
2％割引
4％割引

改定後
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●このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「タフ・クルマの保険パンフレット」「タフビズ事業用自動車総合保険パンフレット」のいずれかのパンフレット
および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、必要に応じて当社ホームページで
ご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
●「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「ドライブレコーダー
による事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険NexT」および「タフ・見守るクルマの保険プラスS」は「運転特性
情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険（運転特性の取得方法によってペットネームが異なりま
す）のそれぞれのペットネームです。
●「タフビズ事業用自動車総合保険」は一般総合自動車保険のペットネームです。「タフビズ事業用自動車総合保険（ドラレコプラン）」は「運転特性情報による保険料算出に関
する特約」および「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」がセットされた「タフビズ事業用自動車総合保険」、「タフビズ事業用自動車総合保険（NexT
プラン・プラスSプラン）」は「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特約」がセットされた「タフビズ事業用自動車総合保険」の
プラン名称です（運転特性の取得方法によってプラン名称が異なります）。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っ
ています。したがって、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。

改定前 改定後 差 額特 約

弁護士費用（自動車事故型）特約 月額350円
（一時払4,000円）

弁護士費用
（自動車・日常生活事故型）特約

月額530円
（一時払6,000円）

ロードサービス費用特約
[代車補償対象外]

ロードサービス費用特約
[代車補償拡張レンタカー費用型7,000円]

日常生活賠償
（受託物賠償追加型）特約
車内外身の回り品特約

月額280円
（一時払3,250円）
月額1,300円

（一時払14,850円）
月額250円

（一時払2,850円）
月額80円

（一時払900円）

月額370円
（一時払4,200円）

月額+20円
（一時払+200円）

月額550円
（一時払6,300円）

月額+20円
（一時払+300円）

月額290円
（一時払3,340円）

月額+10円
（一時払+90円）

月額1,520円
（一時払17,420円）

月額+220円
（一時払+2,570円）

月額260円
（一時払3,000円）

月額+10円
（一時払＋150円）

月額50円
（一時払600円）

月額▲30円
（一時払▲300円）

●保険金お支払状況などを踏まえ、各特約の保険料を見直します。

■ご契約内容〔タフ・クルマの保険〕（改定前…始期日：令和7年1月1日、保険期間1年　改定後…始期日：令和8年1月1日、保険期間1年）
○自家用普通・小型乗用車　20等級・事故有係数適用期間0年、35才以上補償、記名被保険者年令別料率区分：40～49才、料率クラス：車両クラス7、
対人・自損クラス7、対物クラス7、傷害クラス7、初度登録年月：令和7年1月、新車割引：あり、ASV割引：なし、運転免許証の色：ゴールド、使用目的：
日常・レジャー使用、その他本資料中に記載のない他の特約・割引はなし
○払込方法　口座振替12回払または一時払

※保険料例は、下記ご契約内容の場合の保険料です。ご契約内容や保険期間が長期の場合等により上記と保険料が異なります。

「満期を迎えるご契約」の保険期間が１年を超える場合、保険期間中に実施した複数の商品・保険料改定の影響を一度に受けるため、「今回継
続するご契約」の保険料が大幅に高くなる場合（注）や、補償内容が大きく変更となる場合があります。
（注）当社では令和6年1月および令和7年1月に保険料の引上げを実施しています。また、今回の令和8年1月の改定では保険期間が１年を超

えるご契約の保険実績の悪化を踏まえ、1年契約と比べて保険料の改定幅が大きくなっています。

（注）安全運転スコアの区分がCの場合 と比較した割引率です。　

ご注意

主な特約保険料の改定

●保険金お支払状況などを踏まえ、ゴールド免許割引率
を拡大します。

3ゴールド免許割引率の拡大

●保険料負担の公平性をより一層高めるため、運転者年令条件が「21才以
上補償」のご契約（注）において、記名被保険者年令別料率区分を導入します。

（注）原動機付自転車の場合を除く。

4運転者年令条件「21才以上補償」への
　 記名被保険者年令別料率区分の導入 運転者年令条件 記名被保険者年令別料率区分

改定前

21才以上
補償

記名被保険者年令別料率区分
69才以下
70～74才
75～79才
80才以上

改定後

18%割引
15%割引

改定後条件 改定前
15％割引
12％割引

●運転特性割引にS区分（100点）を新設し、運
転特性割引の割引率を最大10％に拡大します。
※右図の割引率の対象商品は以下のとおりです。
　・タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）
　・タフ・見守るクルマの保険NexT
　・タフ・見守るクルマの保険プラスS
　・タフビズ事業用自動車総合保険（ドラレコプラン）
　・タフビズ事業用自動車総合保険（NexTプラン・プラスSプラン）

5運転特性割引率の改定

運転者の範囲が「本人限定」の場合
上記以外の場合

改定後
安全運転スコア（区分）

A（99点以下80点以上）

B（79点以下60点以上）

C（59点以下）

８％割引（注）

4％割引（注）

割引なし

運転特性割引
S（100点） 10％割引（注）NEW

改定前
安全運転スコア（区分）

A（80点以上）

B（79点以下60点以上）

C（59点以下）

８％割引（注）

4％割引（注）

割引なし

運転特性割引
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